
◎駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 
（平成一九年五月三〇日法律第六七号）   

一、提案理由（平成一九年三月二三日・衆議院安全保障委員会） 

○久間国務大臣 ただいま議題となりました駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別

措置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 

 駐留軍等の再編を実現することが、我が国の平和及び安全の維持に資するとともに、

我が国全体として防衛施設の近隣住民の負担を軽減する上で極めて重要であることにか

んがみ、駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが

必要と認められる防衛施設の周辺地域における住民の生活の利便性の向上及び産業の振

興並びに当該周辺地域を含む地域の一体的な発展に寄与するための特別の措置を講じ、

あわせて駐留軍等の使用に供する施設及び区域が集中する沖縄県の住民の負担を軽減す

るとの観点から特に重要な意義を有する駐留軍のアメリカ合衆国への移転を促進するた

めの国際協力銀行の業務の特例及びこれに対する政府による財政上の措置の特例等を定

める必要があります。 

 以上が、この法律案の提案理由であります。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 

 第一に、住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要な駐留軍等の再

編が行われる防衛施設の周辺地域の市町村に対し、住民の生活の利便性の向上及び産業

の振興に寄与する事業に係る経費に充てるため、駐留軍等の再編の実施に向けた措置の

進捗状況に応じ、再編交付金を交付することができるものとします。 

 第二に、駐留軍等の再編による影響が著しい再編関連特定周辺市町村を含む区域につ

いて、再編関連振興特別地域として指定され、当該地域の振興を図るため再編関連振興

特別地域整備計画が決定された場合には、当該計画に基づく事業について、その要する

経費に係る国の負担・補助割合の特例等を設けます。 

 第三に、駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において実施される事業で駐留軍のア

メリカ合衆国への移転を促進するために必要なものに係る資金の貸し付け等を国際協力

銀行に行わせるとともに、これに対する政府による財政上の措置を講ずることができる

よう、国際協力銀行法の特例を設けます。 

 最後に、駐留軍等の再編に当たり、国は、駐留軍等労働者の雇用の継続に資するよう

技能教育訓練その他の適切な措置を講じます。 

 そのほか、関係法律の規定の整備を行うものであります。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院安全保障委員長報告（平成一九年四月一三日） 

○木村太郎君 ただいま議題となりました駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措

置法案につきまして、安全保障委員会における審査の経過及び結果について御報告申し



上げます。 

 本案は、駐留軍等の再編による影響の増加に配慮することが必要と認められる防衛施

設の周辺地域において、住民の生活利便性の向上等に寄与するため、特別の措置を講じ、

あわせて沖縄県民の負担を軽減するとの観点から、駐留軍がアメリカ合衆国へ移転する

ことを促進するため、国際協力銀行の業務の特例等を定めようとするものであり、その

主な内容は次のとおりであります。 

 第一に、防衛大臣は、駐留軍等の再編に当たり、防衛施設の周辺市町村を再編関連特

定周辺市町村として指定し、国は、再編交付金を交付することができること、 

 第二に、防衛大臣は、駐留軍等再編関連振興会議の議に基づき、再編関連特定周辺市

町村の区域等から成る地域を再編関連振興特別地域として指定することができること、 

 第三に、国際協力銀行は、この法律の目的を達成するため、駐留軍再編促進金融業務

を行うことができること 

等であります。 

 本案は、去る二月九日本院に提出され、三月二十三日本会議において趣旨説明及び質

疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。 

 本委員会におきましては、三月二十三日久間防衛大臣から提案理由の説明を聴取し、

同月二十七日から質疑に入り、四月十日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査

を行い、昨十二日質疑終局後、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院外交防衛委員長報告（平成一九年五月二三日） 

○田浦直君 ただいま議題となりました駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置

法案につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、在日米軍等の再編を実現するために、再編が実施される防衛施設周辺市

町村に対し、住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業に係る経費に充

てるため再編交付金を交付すること、国際協力銀行に対し、在沖縄米海兵隊のグアム移

転に関連する業務を行う権限を付与すること等を内容とするものであります。 

 委員会におきましては、久間防衛大臣及び麻生外務大臣に対し質疑を行うとともに、

沖縄県に委員を派遣し関係地方自治体との意見交換及び米軍基地の視察を行い、さらに、

安倍内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行いました。 

 委員会における質疑の主な内容を申し上げますと、米軍再編の背景と今後の日米同盟

の在り方、再編実施に当たっての地元自治体の理解と協力、再編に係る我が国の経費負

担総額、再編交付金の交付基準の明確化、我が国が負担するグアム移転経費の積算根拠

と経費の抑制、日米間のグアム移転経費に係る合意と国会承認条約との関係、国際協力

銀行によるグアム移転事業に対する出資、融資と資金回収の可能性などでありますが、

その詳細は会議録によって御承知願います。 



 質疑を終え、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会の柳田理事、日本共産党の

緒方委員、社会民主党・護憲連合の大田委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べら

れました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対し、再編実施に当たり地元住民・自治体の意見を十分尊重するこ

となど六項目から成る附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年五月二二日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、在日米軍等の再編を実施するに当たっては、地元住民及び自治体の意見を十分に尊

重するとともに、必要な情報開示に努めること。 

二、「再編実施のための日米ロードマップ」策定から一年以上経過していることにかん

がみ、在日米軍等の再編に伴う我が国の経費負担総額の概算をできる限り速やかに取り

まとめ、国会に報告すること。 

三、再編交付金の交付基準の作成に当たっては、受入れ表明など進捗状況の内容につい

て自治体にとり明確な基準となるよう努めること。 

四、在沖縄米海兵隊のグアム移転経費については、厳しい財政事情を考慮し、国民の理

解を得るため、今後日米間であらゆる経費について精査し、経費の抑制に努めること。

また、多年にわたり多額の経費を我が国が負担することにかんがみ、今後とも負担に関

する米国との合意を国会に報告すること。なお、我が国の負担については、国会の承認

を得ること。 

五、グアム移転経費に関し、国の予算等から支出される国際協力銀行の出資・融資の資

金については、出資財産の保全、貸付金返済に対し、国として万全を期すこと。 

六、我が国の財政事情を考慮して、在日米軍駐留経費負担及びＳＡＣＯ関係経費など、

在日米軍の駐留に係る経費負担の在り方について検討を行うこと。 

  右決議する。 


